第２条（報酬）
1． 甲は、コンサルティング料として、乙が紹介し、甲が採用した者（以下「被採用者」という）１名ごとに、当該被採用者の理論年収の３０％（税別）を乙に支払うものとする。
上記「理論年収」は、次の算式により計算する。

理論年収＝（基本給＋職務手当＋住宅手当＋家族手当＋その他固定的に毎月支給される手当（但し、交通費は除く）＋同職務同年齢者の月平均超過勤務手当）×１２＋（同職務同年齢者の前年実績賞与支給額）
なお、被採用者の給与が年俸制の場合は、入社初年度１年間の年俸額を理論年収とする。但し、年俸が「固定報酬＋成果報酬」で決定される場合は、（固定報酬＋期待する業績を達成した場合の成果報酬）より導いた年俸額を理論年収とする。
2． 被採用者が自己都合により入社後３ヶ月未満に甲を退職した場合、乙は退社時期に応じて、受領したコンサルティング料を、下記の表に従い甲に返還するものとする。
	退社時期
	返還するコンサルティング料

	入社から１ヶ月未満
	５０％

	入社から３ヶ月未満
	３０％


なお、被採用者が自己都合以外の理由で退職した場合（名目は自己都合であるが、本人の責に帰さない事由で退職した場合、整理解雇を含む会社都合退職または本人の死亡、本人の家族の死亡等での帰国等を含むが、これらに限られない）は、上記の報酬返還は適用されない。また、被採用者が、採用日以前に派遣などの形態で甲において職務遂行経験があった場合であっても、上記の報酬返還は適用されない。
第３条（支払）
甲は第２条に定める報酬を、被採用者の入社月の末日までに、乙の指定する銀行口座に振り込むことにより支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。
第４条（オーナーシップ）

1． 甲は乙の紹介後、乙の事前の同意なしに被採用者の候補者と直接連絡を取ってはならず、また本契約の有効期間を問わず、乙より候補者の紹介を受けた日から12ヶ月を経過しない間は、応募方法・職種を問わず、本契約による方法以外では当該候補者を採用しない。
2． 前項に違反した場合、違約金（採用1名当たりの報酬の２倍）を乙に支払うものとする。

第５条（資料の掲示）

甲は、乙がコンサルティング業務を行うために、その募集している人材のスペック、採用後の業務の内容、給与の予定等、乙が要求する必要な情報を提供するものとする。
